
知事監視製品（令和４年12月16日石川県告示第484号）

１　知事監視製品を特定できる情報
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　次の写真に示すとおり、被包に
「G-ZERO 1」と表示のある製品で
あって、その内容物が液体のもの

　次の写真に示すとおり、被包に
「ICE Stryker 7」と表示のある製品
であって、その内容物が粉末のも
の

　次の写真に示すとおり、被包に
「CHILL weed time」と表示のある
製品であって、その内容物が植物
片のもの

　次の写真に示すとおり、被包に
「ORGASM BURST」と表示のある
製品であって、その内容物が植物
片のもの
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　次の写真に示すとおり、被包に
「Ultra Beast PLATINUM」と表示の
ある製品であって、その内容物が
液体のもの

　次の写真に示すとおり、被包に
「SEX SHOT」と表示のある製品で
あって、その内容物が植物片のも
の

　次の写真に示すとおり、被包に
「GAY CRASH」と表示のある製品
であって、その内容物が粉末のも
の

　次の写真に示すとおり、被包に
「ゴメオ クラック」と表示のある製
品であって、その内容物が液体の
もの
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　次の写真に示すとおり、被包に
「潮吹きラッシュ」と表示のある製
品であって、その内容物が液体の
もの

　次の写真に示すとおり、被包に
「極丸アナル」と表示のある製品で
あって、その内容物が液体のもの

　次の写真に示すとおり、被包に
「CRAZY CYBER」と表示のある製
品であって、その内容物が液体の
もの

　次の写真に示すとおり、被包に
「THE THIRD ONE LGBT」と表示
のある製品であって、その内容物
が液体のもの
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　次の写真に示すとおり、被包に
「FANKY JUICE」と表示のある製
品であって、その内容物が液体の
もの

　次の写真に示すとおり、被包に
「PRINCESS BOMBER 2ND」と表
示のある製品であって、その内容
物が液体のもの

　次の写真に示すとおり、被包に
「えろ姫さま」と表示のある製品で
あって、その内容物が液体のもの

　次の写真に示すとおり、被包に
「THE ROCK」と表示のある製品で
あって、その内容物が植物片のも
の
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　次の写真に示すとおり、被包に
「Fly magical edition」と表示のある
製品であって、その内容物が粉末
のもの

　次の写真に示すとおり、被包に
「OBLIVION G-FORCE」と表示の
ある製品であって、その内容物が
粉末のもの

　次の写真に示すとおり、被包に
「Fem Booster」と表示のある製品
であって、その内容物が液体のも
の

　次の写真に示すとおり、被包に
「EXTREME HEAVEN」と表示のあ
る製品であって、その内容物が粉
末のもの
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　次の写真に示すとおり、被包に
「ACME MAXIM」と表示のある製品
であって、その内容物が植物片の
もの

　次の写真に示すとおり、被包に
「Bitch vaginal KEEP OUT」と表示
のある製品であって、その内容物
が液体のもの

　次の写真に示すとおり、被包に
「蛸壺」と表示のある製品であっ
て、その内容物が液体のもの

　次の写真に示すとおり、被包に
「SPERMAN」と表示のある製品で
あって、その内容物が植物片のも
の
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　次の写真に示すとおり、被包に
「Sexual Juice」と表示のある製品
であって、その内容物が液体のも
の

　次の写真を付して「Love Battle」
の名称で販売される製品であっ
て、その内容物が固形物のもの

　次の写真を付して「えろ香玉」の
名称で販売される製品であって、
その内容物が固形物のもの

　次の写真に示すとおり、被包に
「Dramatic Anal」と表示のある製品
であって、その内容物が液体のも
の
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　次の写真に示すとおり、被包に
「ICE ANAL VIP」と表示のある製
品であって、その内容物が液体の
もの

　次の写真に示すとおり、被包に
「PAKI PAKI Secret Powder
1.0MIX」と表示のある製品であっ
て、その内容物が粉末のもの

　次の写真に示すとおり、被包に
「RED HOLE for adults」と表示の
ある製品であって、その内容物が
液体のもの

　次の写真に示すとおり、被包に
「RAINBOW FIGHTER」と表示のあ
る製品であって、その内容物が液
体のもの
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　次の写真に示すとおり、被包に
「SEX terrorist」と表示のある製品
であって、その内容物が液体のも
の

２　指定の理由

３　施行期日
　　令和４年12月17日

　　条例第2条第1項第7号に掲げる薬物を含有するおそれがある製品であって、吸入等の方法により身
体に使用されるおそれがあるものであるため
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